
1 

評価調査結果要約表（終了時評価） 

1. 案件の概要 

国名：タンザニア共和国 案件名：村落給水事業実施・運営維持管理能力強化

（RUWASA-CAD）プロジェクトフェーズ 2 

分野：村落給水 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：地球環境部 協力金額（評価時点）：総額（予算）  約 3.9 億円 

 

協力

期間 

（R/D）：2011 年 5 月 23 日 先方関係機関：水省、首相府地方自治庁 

協力期間：2011 年 8 月 –2013 年 7 月

(24 ヶ月間), 2014 年 7 月 - 2015 年 5

月(10 ヶ月間) 

日本側協力機関：無し 

他の関連協力：無し 

1-1 協力の背景と概要 

タンザニアは、94万5,000km
2の国土に約4,160万人の人口を擁するが、その82.5%にあたる約3,430

万人が村落部に居住している。しかし、2010年時点で村落部における安全な水へのアクセスは

58.7%に限られている。タンザニア政府は、第2次国家水政策（2002年）に基づき、セクターワイ

ドアプローチのコンセプトをベースにした水セクター開発プログラム（Water Sector Development 

Programme：WSDP）を2007年2月に立ち上げた。WSDPの4コンポーネントの1つである「地方給水・

衛生」プログラム（Rural Water Supply and Sanitation Programme：RWSSP）では、2025年のTanzania 

Development Visionのゴールまでに地方部で90%の給水率を達成することを目標としている。タン

ザニアでは、行政機構の地方分権が進展しており、従来の中央政府主体の給水事業の実施と施設

の維持管理から、自治体（県）への権限委譲が急速に進められた。そのため、地方給水事業の実

施と運営管理に係る自治体職員の能力強化が必要となっていた。 

上述の背景から、タンザニア政府は、日本に対して技術協力プロジェクト「村落給水事業実施・

運営維持管理能力強化計画（ Rural Water Supply and Sanitation Capacity Development ：

RUWASA-CAD、以下フェーズ 1）」を要請し、国際協力機構（以下、JICA）は、2007 年 9 月から

2010 年 8 月までの 3 年間の技術協力プロジェクトを実施した。同フェーズ 1 の成果として、県給

水・衛生チーム（District Water and Sanitation Team：DWST）を対象とした、能力向上を行うため

の各種研修教材及び研修実施スケジュールを含んだ、「RUWASA-CAD 研修パッケージ」が取り纏

められた。その後、タンザニア政府の要請により、「RUWASA-CAD 研修パッケージ」の全国レベ

ルでの適用を目的として、RUWASA-CAD フェーズ 2 プロジェクト（以下、プロジェクト）が、

2011 年 9 月より開始された。しかし、2012 年 2 月に実施された中間レビュー調査において、上記

研修パッケージを適用するべき自治体職員の能力開発（Capacity Development：CD）を行うための

WSDP 予算の未執行、機材や施設偏重の予算消化が明らかとなり、プロジェクトの第 2 年次終了

（2013 年 7 月）をもって、プロジェクトは休止された。その後 2014 年 6 月に、プロジェクトの活

動目的が、WSDP のプログラム実施マニュアル（Program Implementation Manual：PIM）の有効性

を向上するための改訂と、自治体職員の能力開発を重視した CD 計画の策定と活動を実施するた

めの CD 実施ガイドライン策定に再整理された。この新たに改訂されたプロジェクトデザインマ

トリックス（Project Design Matrix：PDM）に基づき、プロジェクトの第 3 年次が 2014 年 6 月～2015

年 5 月の 1 年間で実施されている。 
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1-2 協力内容 

タンザニア国の村落給水事業の実施機関の実施能力を強化するために、業務要領の再編集、能

力強化ガイドラインの作成を行い、それらを周知し、能力強化の実施の仕組みがガイドラインに

基づく研修によって検証される。 

 

(1) 上位目標 

RWSSP 実施機関の事業実施能力が強化される。 

(2) プロジェクト目標 

RWSSP の実施機関が事業を適正に実施するための能力開発を支援する仕組みが強化される。  

(3) 成果（アウトプット） 

① RWSSP に関する既存 PIM 付属資料が改訂され、実施機関に周知される。 

② RWSSP に関する CD 実施ガイドラインが作成され、実施機関に周知される。 

③ 能力強化を支援する仕組みが、CD 実施ガイドラインを用いた ToT 研修を通じて検証される。 

(4) 投入 

日 本 側 ： 専門家派遣：専門家 10 名（64.2 人月）機材供与：796 千円、本邦研修：5 名

（1 コース）、現地業務費：37,659 千円 

相手国側 ： カウンターパート配置：15 名、ローカルコスト支出：1,882,919 円、 

事務所施設提供：ダルエスサラーム市内の水省本部内 
 

2. 評価調査団の概要 

日本側 (1) 団長・総括 

(2) 調査計画 

(3) 評価分析 

宮崎 明博 

吉武 尋史 

飯田 春海 

国際協力機構 地球環境部水資源第 2 チーム課長 

国際協力機構 地球環境部水資源第 2 チーム職員 

グローバル・リンク・マネジメント（株） 

タンザニア側 Ms. Catherine G. Bamwenzaki 

Ms. Prisca Henjewele 

水省 地方給水局 副局長 

水省 地方給水局 住民開発官 

期  間 2015 年 1 月 31 日～2 月 22 日 評価種類：終了時評価 

3. 評価結果の概要 

3-1 実績の確認 

(1) 成果１～３の達成状況は以下のとおりである。 

 

成果１：RWSSP に関する既存 PIM 付属資料が改訂され、実施機関に周知される。 

成果１の活動の対象となる WSDP の PIM 付属資料（地方給水分野）のドラフトの作成は終了

し、現在、Web 上で水省のホームページへのアップロードの作業が行われている。以下にある

通り、右の作業において全ての自治体からのアクセスの確認の後に、PIM 付属資料の最終化が

行われる。そのため、指標の 1‐1 及び 1‐2 はプロジェクト終了までに達成されることが見込

まれている。また、州政府及び自治体の給水関係者に対する普及セミナーは 4 月に開催が予定

されており、指標 1－3 及び 1－4 はその際に達成が確認される。成果 1 はプロジェクト終了ま

でに達成が可能と思われる。 

 

指標 1‐1：改訂された PIM が策定される。 

プロジェクトは、PIM 付属資料（地方給水分野）のドラフトを策定し、Web 上で水省のホー
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ムページへのアップロードの作業が行われている。同作業の終了後、パブリックヒアリングを

実施し、その結果を反映した上で、2015 年 3 月中に最終版が水省に提出される予定である。 

 

指標 1‐2：改訂された PIM に全ての RWSSP 実施機関（州：25、LGA：166）がアクセス可能に

なる。 

プロジェクトは、PIM 付属資料の改訂を、現在、Web 上で水省のホームページにアップロード

する作業を行なっている。同作業終了後、情報の技術的なメンテナンスについては、水省 ICT

課が行う予定である。 

 

指標 1－3：RWSSP 実施機関（州：25、LGA：166）の 80%以上が、普及セミナーに参加する。 

2015 年 4 月に、地方給水事業実施機関を対象とした PIM 付属資料の改訂結果に関する普及セ

ミナーが開催される予定である。同セミナーの開催に際して、水省の次官より地方給水事業実施

機関に対し、出席を要請するレターが発出される予定である。 

 

指標 1－4：普及セミナーに参加した RWSSP 実施機関の参加者からの評価の 80%以上が“素晴ら

しい” か“良い”となる。 

上記普及セミナーにおいて、地方給水事業実施機関からの参加者に対するアンケートが実施さ

れる予定である。PIM の改訂に先立って実施された質問票を用いた調査の結果を反映した内容と

なっているため、同セミナーの参加者である同実施機関からは高い賛同が得られることが予想さ

れている。 

 

成果２：RWSSP に関する CD 実施ガイドラインが作成され、実施機関に周知される。 

成果2の活動目標であるCD実施ガイドラインは既に策定されており、水省は同ガイドラインに

則ったCD活動の支援予算を来年度に確保することを明らかにしている。従って、指標2－1及び2

－2は達成されている。指標2－3の達成に関しては、4月にプロジェクトが開催予定の普及セミナ

ーにおいて、改めて確認されるものの、地方給水事業実施団体からの高い参加率が想定されるた

め、成果2はプロジェクト終了までに達成することが可能と思われる。 

 

指標2－1：CD実施ガイドラインが策定される。 

CD実施ガイドライン（地方給水分野）は、プロジェクトによって、2015年1月末に策定された。 

 

指標2－2：CD実施ガイドラインのドラフト版のWSDPで使用することを水省が公式に承認する。 

2014年12月に、プロジェクトは、GIZの支援を得てWSDPのCDサブグループ会合を開催した。

同会合において、水省・地方給水局の副局長（業務計画担当）より、CD活動の実施支援に必要

な来年度予算として、130万ドル程度を確保するとの表明があった。CD実施ガイドラインの策定

後、地方給水局においてCD活動を継続的に実施する体制の確保の一環として、同局スタッフで

あるカウンターパート（Counterpart：C/P）1名が責任者として任命された。また、水省全体のCD

活動のモニタリングは、総務人事部（DAHR）が行うこととなった。 

 

指標2-3：普及セミナーに参加したRWSSP実施機関（州：25、LGA：166）の出席率が80%以上に

なる。 

2015 年 4 月に普及セミナーが開催される予定であり、指標 1－3 と同様に、水省次官より地方
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給水事業実施機関に対し、出席を要請する予定である。 

 

成果３： 能力強化を支援する仕組みが、CD 実施ガイドラインを用いた ToT 研修を通じて検証

される。 

プロジェクトは、2015 年 2 月現在、州給水・衛生チーム（Regional Water and Sanitation Team：

RWST）を対象とした ToT 研修を 2 回に分けて実施する。本終了時評価調査実施時点で、第 1 回

目の研修は終了しており、研修の内容に係る参加者の満足度調査の結果が明らかとなった。第 2

回目の研修は、終了時評価調査の翌週に実施予定であり、その後に、指標 3－1 及び 3－2 の達成

が確認される。これまでの活動の経緯を考慮すると、成果 3 の達成は可能と思われる。 

 

指標 3－1：全国の RWST（25 州）に対する ToT 研修が実施される。 

プロジェクトは、RWST を対象とした ToT 研修を、2 回に分けて実施することとしており、第

1 回目の「CD 実施ガイドライン及び運営維持管理」研修（2 月 9 日～2 月 13 日）は実施済であ

る。また、「計画及び実施」研修（2 月 23 日～27 日）が、実施される予定である。 

 

指標 3－2：ToT 研修の参加者の研修内容に関する評価の 80%以上が“素晴らしい  

“（“Excellent”）” か“良い”（“Good”）となる。 

第 1 回目の「CD 実施ガイドライン及び運営維持管理」研修（2 月 9 日～2 月 13 日）には、全

国から州給水アドバイザーとコミュニティ開発官が、其々、参加した。各州からの出席者率は

100%であった。プロジェクトでは、参加者の研修内容に対する満足度として、「理解度」と「業

務への有効性」から成立すると定義している。同研修全 9 セッションの満足度調査の結果は、１）

理解度は、80.6%の参加者が‟Excellent”、もしくは‟Good”と評価した。また、２）研修内容の業

務への活用度合については、87.9%の参加者が‟Excellent”、もしくは‟Good”と評価した。両者の

平均をとると研修内容に‟Good”以上の満足度を示して参加者は、84.0%であった。 

 

(2) プロジェクト目標の達成状況は以下のとおりである。 

RWSSP の実施機関が事業を適正に実施するための能力開発を支援する仕組みが強化される。  

プロジェクト活動の結果として、各指標の達成状況は、以下のとおりである。現在の活動の経

過とその方向性から、プロジェクト目標の達成は予期出来るものである。 

 

指標 1. 改訂された PIM 付属資料（RWSSP）を、WSDP で使用することを水省が公式に承認する。 

プロジェクトが PIM 付属資料（地方給水分野）を 2015 年 3 月末に最終化した後に、水省の次

官より、州及び自治体の関係者に向けて同付属資料を紹介するための公式レターが発出されるこ

ととなっている。 

プロジェクトは、その利用者である州政府及び自治体の給水事業関係者の視点に立って、PIM

付属資料（地方給水分野）を大幅に改善した。同 PIM 付属資料（地方給水分野）は、Web 上で

水省のホームページに掲載されると同時に、同付属資料のデータは、光学メディア（DVD-R）

に焼き付けられた上で、各州政府及び自治体に配布される予定である。この結果、全ての地方給

水事業実施機関は、改訂版の PIM 付属資料（地方給水分野）を常時、閲覧することが可能とな

る。 

しかしながら、プロジェクトによって、PIM 付属資料は、WSDP の枠組みの中に用意されたも
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のの、WSDP の効果的な実施に向けて、水省や WSDP の関係者は、地方給水事業実施機関が同

付属資料を実際に活用しているかどうかを、モニタリングして行くことが必要となる。また、同

付属資料は、その活用状況や給水事業の現状に応じて、必要な時期に適宜、改訂されていくこと

が不可欠となる。 

 

指標 2. TWG-2 で改訂された PIM 付属資料（RWSSP）の更新方法が策定される。 

今後、プロジェクトは、PIM 付属資料（地方給水分野）の内容を更新する方法を、水省側に提

案する予定である。 

 

指標 3. ToT 研修に参加した 80%以上の RWST が、CD 実施ガイドラインに沿って、広域 CD 支援

活動計画を準備する。 

プロジェクトが、2015 年 2 月に実施する ToT 研修において、各州政府の参加者は、同研修の

中で作成するアクションプランにおいて、広域 CD 支援活動計画の策定が求められている。その

ため、対象となる全 25 州中、少なくとも 20～22 州（90%～80%）は、実施可能な同活動計画を

準備すると想定されている。 

 

(3) 上位目標の達成予測は以下のとおりである。 

RWSSP 実施機関の事業実施能力が強化される。 

現状において、上位目標の達成は、PIM（本文及び付属資料）の継続的な活用と効果的な CD 活

動の実施が必要となる。プロジェクトの終了までに、そのような環境が水省において整備される

かの見極めが必要である。しかしながら、現状においてはそのような条件が整えられるかどうか

を判断することは困難である。 

 

指標 1：水省の年次総会における質問票調査において、改訂された PIM 付属文書に関して、地方

給水事業実施組織の参加者からの評価の 80%以上が“素晴らしい” か“良い”となる。 

水省の年次総会は、毎年 6 月から 9 月の間に開催され、全国の州政府（州給水アドバイザー）

及び地方自治体（県給水エンジニア）の給水関係者が参加する重要な会合である。同会合におい

て水省は、地方給水事業実施に携わる関係者から PIM 付属文書の使用状況や使い易さに関する

情報について、直接的に得るための質問票調査を実施することが奨励される。 

 

指標 2：RWSSP 実施機関に対して CD 実施ガイドラインに沿った広域 CD 支援活動の実施件数の

割合が、計画値に対して 80%以上となる。 

現状において、各州政府が、域内の自治体に対する広域 CD 支援活動をどの程度、継続的に実

施しているかを想定することは困難である。CD 実施ガイドラインにおいて、各州から提出され

る広域 CD 支援計画の中で有効性の高い提案を年間 10 件から 15 件、水省の能力向上・研修局が

採択することとなっている。同計画の予算上限は 30 万ドルと定められており、WSDP フェーズ

2 の実施期間中は、継続的に予算が支出されることが必要となる。また、2015 年 1 月、水省内に、

事務次官の諮問会議として CD 実施コミッティーが設立され、CD 計画の進捗状況を定期的に確

認していくこととなっている。 

 

3-2 評価結果の要約 

評価 5 項目として、妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性に係る評価結果は以下の通
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りである。 

 

(1) 妥当性－「高い」 

タンザニア政府は「タンザニア開発ビジョン 2025」(1999 年)や第二次貧困削減戦略である

MKUKUTAⅡの重点分野として地方部の水供給率の向上を掲げている。現在、実施されている

WSDP（2007 年～2025 年）では、そのためのコンポーネントとして RWSSP が実施されている。

プロジェクトは、RWSSP の各実施機関の能力開発を通じた同プログラムの実施効果の改善を目的

としていることから、タンザニア政府の国家開発政策及びプログラムの内容と合致していると言

える。他方、日本政府の対タンザニアへの国別援助方針（平成 24 年 6 月）では、環境保全と両立

した経済と社会開発を支援することを基本方針としており、「給水・水資源管理」分野は、開発目

標の一つとして位置付けられている。プロジェクトは、同分野におけるインフラの効果的な運用

と自立的な維持管理に必要な人材育成の一環として実施されている。また、WSDP のフェーズ 2

の開始に伴い、同フェーズ 1 で、地方給水実施機関が PIM を参照せずに事業を実施してきたこと

や、実質的な CD 活用が行われなかったことへの対応の必要性が WSDP の関係者間で認識される

中で、プロジェクトの目標設定は適切であり、妥当なプロジェクト・デザインとなっている。 

 

(2) 有効性－「高い」 

プロジェクトは、WSDP フェーズ 1 では各ドナーから重要視されながらも取り組みが遅れてい

た PIM 付属資料（地方給水分野）の改訂と共に、自治体の実践可能な CD 活動を奨励する CD 実

施ガイドラインの策定を行った。これらの成果を得るために、プロジェクトのフェーズ 1 及びフ

ェーズ 2 の前半での知識と経験が十分に活用された。今後、プロジェクトは、PIM 付属資料を、

水省の公式な承認を得ると共に、同資料の更新方法を同省に提示する予定である。また、州給水・

衛生チームに対して実施されている ToT 研修を通じて、各州の広域 CD 支援計画の策定を図る予

定である。プロジェクト目標は、その実施期間が終了するまでに達成されることが可能である。 

 

(3) 効率性－「やや高い」 

プロジェクトの投入は、活動や成果の達成に全面的に活用されている。現在は水省の地方給水

局を中心に、日本人専門家チームの活動に対応する専従の C/P が配置されている。そのためプロ

ジェクト前半で指摘されていた、日常業務における日本人専門家と水省 C/P の関係性は、改善さ

れている。プロジェクト終了までに各成果の達成が見込まれているものの、活動計画との対比に

おいて、数週間ほど遅れている活動も有り、更なる徹底管理が必要である。 

 

(4) インパクト－「中程度」 

プロジェクトが改訂を行った PIM の活用によって、WSDP フェーズ 1 で課題となった給水施設

の建設に係る建設事業者との契約や、流域河川事務所と協調して地域の水資源に配慮した自治体

の給水計画の策定など、幅広い改善が期待される。PIM 及び付属資料が効果的なツールであり続

けるには、地方給水事業実施機関による活用状況や給水事業の現状に応じて、適宜、改訂されて

いくことが望ましく、水省は、そのための組織体制を整備することが求められる。プロジェクト

の終了までに、そのような環境が水省において整備されるか見極めが必要である。また、CD 実施

ガイドラインに則った州による広域 CD 支援活動の継続的な実施に関しては、WSDP フェーズ 2

の実施期間中の継続的な予算支出が求められる。 



7 

他方、WSDP に参加する他ドナーは、プロジェクトが改訂した PIM 付属資料（地方給水分野）

を、PIM の本文及び他分野の付属資料を改訂する際に必要な成功事例と捉えて、今後の展開に高

く期待している。これはポジティブなインパクトと言える。一方、ネガティブなインパクトは観

察されなかった。 

 

(5) 持続性－「中程度」 

プロジェクトの効果の持続性に関し、政策や制度面については、タンザニアの政府開発計画及

び WSDP の実施より、引き続き、維持される見込みである。しかし、組織及び財政的側面に関し

て、水省による PIM の活用に係るモニタリングや必要に応じた改訂を図るための組織体制作り（地

方給水局内の責任の所在の明確化等）は、本終了時評価調査実施時点では、開始されていない。

また、水省による CD 活動の予算に関しても、実際の支出状況の確認、検証が必要である。技術

的側面に関して、地方給水局の C/P がプロジェクト終了後も引き続き PIM 付属資料に関与して行

くことが想定されているものの、必要に応じて、WSDP の各 TWG において他ドナー機関との協力

も必要と思われる。 

 

(6) 結論 

プロジェクトによる PIM 付属文書（地方給水分野）の改訂と CD 実施ガイドラインは、WSDP

フェーズ 1 の実施結果より明らかとなった教訓に基づいて策定された。これらは、WSDP の効果

的な実施を実現するためのツールとなるものである。プロジェクトは、プロジェクトフェーズ 1

やフェーズ 2 の前半から得た知識を十分に活用し、短い実施期間にも関わらず、これらのツール

を策定した。しかし、プロジェクト効果の持続性に関し、PIM 改訂版の活用状況に係るモニタリ

ングと必要に応じた更新を行う適切なメカニズムの確立が必要であり、そのために水省が組織的

に対処していくことが求められている。また、水省による、CD 活動を継続的に行うための予算の

確保と共に、地方給水事業実施機関による CD 活動の内容に関し、その妥当性をモニタリングす

ることも重要である。 

 

4. 提言および教訓 

4-1 提言 

(1) PIM のマネージメント 

水省は PIM 改善のための意見集約を行う機会を確保する。これについては水省により開催さ

れる AGM が、利用状況や従事者からの意見を集約するに適切な機会と考えられる。また、水省

には PIM の利用状況を把握し、その利用を促進し、PIM 改善についての意見を反映させること

が求められる。 

 

(2) 各県での CD 研修の推進 

プロジェクトは各州に対して ToT 研修を実施するため、その後、各県に対する研修は州が主

体となって実施することとなる。各県への研修の実施促進のために水省には適宜支援を行うこ

とが求められる。 

 

(3) CD 研修のフォローアップ 

プロジェクトは各州の提出する CD 実施計画のうち高い評価を得た 10 州のみに予算が配分さ

れる。水省は、村落給水の能力をタンザニア全土で維持向上させる責務がるため、採択されな
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かった州に対しての助言や技術レベル向上のためのフォローアップが求められる。  

 

4-2 教訓 

プロジェクトは当初 3 年計画であったが、2 年実施した後、1 年間の中断を経て、プロジェクト

の目標等内容を大幅に変更して最終年度を実施している。以下の教訓は中断前も含むプロジェク

トすべての段階から抽出されたものであり、今後の JICA のプロジェクト形成、又は相手国側にも

プロジェクトの C/P として参考に資すると考えられる。 

 

(1) プロジェクト前提の確認 

本プロジェクトの詳細設計時に、活動の展開に際して想定されていた WSDP のバスケットファ

ンドからの活動経費の支出が、実施機関側が作成した活動計画の予算過多や、インフラ施設建設

に優先的に資源を投入するタンザニア政府の新たな政策の影響などにより滞ったことがプロジェ

クトの活動に影響を与えた。JICA はプロジェクト形成に際し、資金確保等の前提条件がプロジェ

クト開始後も実際に活用可能か確認する必要がある。 

 

(2) 他プロジェクトとの連携 

JICA はプロジェクト形成に際し、単体での案件形成を行うのではなく、他の無償案件等、同国

内で行われている他の JICA 案件との関連を考慮し、プロジェクトの質の向上や相乗効果について

も十分に配慮した案件形成が必要である。 

 

(3) 問題発生時の対応 

プロジェクト実施に悪影響を及ぼす事態が発生した場合は、プロジェクト、C/P、JICA 現地事

務所間での情報交換を密にし、プロジェクト内容の変更や中止等の対策を早急に打つことが求め

られる。 

 

(4) 政策変更への対応 

相手国政府が新たな政策発表や変更を行った場合、プロジェクトに重大な影響をもたらすこと

がある。その場合はプロジェクト、相手国政府、JICA 事務所間で情報交換を行い、早急に対策を

打つことが求められるが、普段からの密なコミュニケーションを通じて相手国政府の動向を逐次

入手しておくことが望まれる。 

 

(5) バスケットファンドの活用 

バスケットファンドの活用をプロジェクトに組み込む場合、その資金の流れ、手続きについて

案件形成時点で入念に確認し、プロジェクト実施に効果的なものとなるか十分に検討する必要が

ある。 

 

(6) 専従 C/P の配置 

プロジェクト開始当初は水省側にプロジェクト専従の担当者がおらず、プロジェクトの実施が

非効率なものとなった。JICA はプロジェクト開始に際して、相手国に専従職員もしくは専従のチ

ームを設置することを求め、相手国はその要求にできる限り対応することが求められる。  

 

(7) 既存資源の活用 

プロジェクト形成時に既存資源として活用を想定していた PIM が、実際は活用し得るものでな
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かったことが判明し、最終的にはその改訂がプロジェクト目標を達成する際の課題一つとなった。

既存資源の活用をプロジェクトで検討する際は、その存在のみならず内容まで精査し、利用でき

る状況にあるかについても確認しておく必要がある。 

 

 


